
報酬 123,000円

備　 考

項 1 保健衛生費 目 4 母子保健費

特定財源の名称・金額

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 4 衛生費

  うち繰越分↓
100,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 93,480

  うち繰越分↓
123,000

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a)
  うち繰越分↓

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

100,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 93,480
  うち繰越分↓

123,000

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　妊婦に関しては、母子手帳発行時、全員に栄養相談を実施し、産婦へは赤ちゃん訪問時に産後の栄養
状態の確認や指導を実施している。子どもたちについては、管理栄養士が乳幼児に離乳食相談として離
乳食の大切さ・作り方の説明や初めて離乳食を与えるときの注意点などを個別に指導を実施している。ま
た、各種乳幼児健診の際にも、個別栄養相談を実施し、その時期に合わせた離乳食指導、幼児食指導を
行っている。フードモデルや離乳食づくりに役立つ資料などを作成し、随時指導を工夫している。本町は特
に小中学生の肥満傾向児の出現率が高いことが課題であるため、健診時の身長・体重からカウプ指数を
計算し、肥満度のチェック・食事内容の確認や、乳児期・幼児期からの糖質・塩分の摂り方など、健診時に
資料を配布・説明を実施した。また、必要に応じて管理栄養士が自宅に訪問し支援することもある。平成
29年度は東みよし町第2次食育推進計画を策定し、町のホームページに公開、町内の小中学校や徳島県
庁などに送付した。なお、食育推進計画については次年度更新予定である。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　離乳食相談は脱臼健診と同日に全員に実施している。他の健診時も同様に、個別指導を実施している。
相談時には子どもの偏食・離乳食が進まない、何を与えたらよいか分からない、海外からの移住者で離乳
食の進め方・作り方について困っているなど、多種多様な相談を管理栄養士が継続して相談を受けること
で、健康状態の改善に役立っている。また、保健師の訪問に同行したり、電話での栄養相談なども管理栄
養士により行っている。

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

食育の推進
妊産婦及び乳幼児の保護者
適切な食事がとれるよう助言・指導していく。

対 象 者
妊婦

乳幼児保護者
児童生徒

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　子どもやその家庭に正しい食の知識と食を選択する知識を身につけ、健康の維持・増進に努めることが
できるようにする。

事業継続年数 事業開始年度 平成18年度

分野別施策 ３　子ども・子育て支援の充実 所 属 長 戸澤 幸代

主な施策 ３　子どもと母親の妊娠期からの健康の確保 電話番号 82-6323

第２次
総合計画体系

政策目標 １　健やかに暮らせるまち 担当部署 健康づくり課

根拠法令等 食育基本法　母子保健法

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 食育事業 整理番号 1307-018

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


